
PTA個人情報保護規程ひな形の解説 

PTA が取り扱う個人情報は多岐に渡ります 

・PTA 会員名簿（学校が管理し、PTA は閲覧せず直接の利用をしない場合も多いと思います） 

・役員名簿、各委員会で作る委員名簿 

・総会委任状、イベントの参加申込書 

・など 

これらの個人情報について、本人が望まない利用や漏洩を発生させないために 

・利用目的を伝え、本人の同意を得ること 

・原則として目的以外に使わないこと 

・ちゃんと管理すること（安全管理措置、従業者の監督、委託先の監督） 

が法律で求められています。 

 

個人情報保護法に則って個人情報を正しく利用するためには各 PTA で守るべきルールを作る必要があ

ります。「わたしたちはルールに従って個人情報を収集して利用しています」という宣言です。 

第１条 目的 

規程の目的を書きます。好きな例文をそのまま使ってください。 

例文１．この規定は、奈良市立○○○学校 PTA（以下「本会」という。）での「個人情報の保護に関する法律」に

則った個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定める。本規程により個人情報の適正な収集・利用・管理を図

り、もってプライバシーの保護を実現する事を目的とする。 

例文２．この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかん

がみ、奈良市立○○○学校 PTA（以下「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な

事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的

とする。 

例文３．この規程は、奈良市立○○○学校 PTA（以下「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取り扱いと

活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、本会役員名簿及びその他の個人情報

の取扱いについて定めるものとする。 

第２条 定義 

規程に登場する用語を解説する部分です。 

PTA では児童・生徒の個人情報は保護者を介してやりとりすることが多いので「本人」の解説には保護

者を含むことを明記しておきましょう。 

役員、教職員代表、運営委員、常置委員など単位 PTA ごとに組織形態や呼称が異なるので例示を参考に

作ってください。 



規程を作る最後に全体を読んで必要な用語をピックアップして記載するとよいでしょう。 

第３条 責務 

「法律に従ってちゃんと個人情報を取り扱います」と宣言する部分です。好きな例文をそのまま使って

ください。 

例文１．本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の

保護に努めるものとする。 

例文２．本会は、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益の侵害防止に

関し、必要な措置を講ずるものとする。 

第４条 個人情報保護管理者 

責任者を決めてその役目を書きます。 

PTA 会長が個人情報保護管理者になることが多そうですが、副会長や役員の中から別途定めてもかまい

ません。また、各委員会内での個人情報保護責任は各委員会の委員長に任せたい場合には職務を委任で

きる条項を加えておくといいでしょう。各 PTA の実情に合わせて決めてください。 

会長が個人情報管理責任者になる場合 

例文１．本会は第○条に掲げる目的の達成のため個人情報保護管理者（以降、管理者）を置き、本会会長をもっ

てこれに充てる。管理者は個人情報の収集、利用、提供、管理に関し、この規程の定めに従い適正に処理する責

任を有する。個人情報の保護に関して重要事項・疑義が生じた場合は運営役員の協議とする。 

例文２．本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。 

２ 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理および保存ならびに開示および訂正の請

求に対し、適正に処理する責務を負う。 

３ 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理管理者は、個人情報保護

管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。 

例文３．本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必

要な措置を行わせるものとする。 

２ 個人情報保護管理者は、本会会長とする。 

３ 本会会長は、本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を

負うものとする。 

４ 本会会長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。 

５ 本会会長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する運営委員に委任することができる。 

第５条 収集の届け出、事業ごとの利用目的等の特定 

委員名簿作成やイベント参加申込などで個人情報を収集する場合には事前に「何の目的で、どんな情報

を、誰が責任者になって収集するのか」を事前に確認して記録に残すというルールを作りましょう。 



いろんな情報を収集することになるので規程の中ですべての収集目的を列記することは難しいと思い

ます。個人情報を収集することになったらその都度、目的などを記録した書類を作成して残しておくと

いうルールにしておいたほうがいいでしょう。 

例文１．本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決める。 

例文２．本会は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、利用・提

供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。 

例文３．運営役員・委員は活動上、新たに個人情報を収集するときは管理者の承認を得なければならない。 

1 個人情報の名称 

2 個人情報の利用目的 

3 個人情報の収集の対象者 

4 個人情報の収集方法 

5 個人情報の記録項目 

6 個人情報の記録の形態 

7 その他、管理者が必要と認めた事項 

本規程に基づき届け出た事項を変更又は廃止するときは管理者を含めた運営役員の承認を得なければならない。 

第６条 個人情報の収集 

「個人情報を収集するときは本人に使用目的を伝えます」というルールを書いてください。なお、要配

慮個人情報は、通常の保護者の個人情報とは異なる部分で、よりプライバシーに配慮が必要です。また、

ＰＴＡの通常の運営において、ＰＴＡはそれを把握する必然性が無いと考えられます。 

そのため要配慮個人情報は収集しないようにしましょう。。 

例文１．個人情報の収集は、本会活動に必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集し、利用目的を明確に定

める。ただし要配慮個人情報については取得しないものとする。 

例文２．本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得

しないものとする。 

例文３．本会は個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め。本人に明示する。 

第７条 個人情報の利用の制限 

個人情報は原則として目的外利用しないが、例外的に目的外利用する場合もあるというルールを作って

ください。例外については個人情報保護法で例示されている項目を丸写ししています。各 PTA の実情に

合わせて法の範囲内で例外を加えてもいいでしょう。 

例文１．本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当す

るときはこの限りではない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

とき 



（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

例文２．本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、

その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。 

２ 本会は、前項の規定にかかわらず個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明

示するものとする。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

とき 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

第８条 個人情報の管理 

「収集した個人情報はちゃんと管理します」というルールを作ってください。広報紙の印刷を印刷会社

に委託している PTA は、広報紙の原稿に生徒や保護者、教職員の氏名や所属が記載される可能性がある

ので「委託先にもちゃんと個人情報法を守らせますよ」というルールも書いておいた方がいいでしょう。 

例文１．個人情報は管理者が保管するものとし、適切に管理する。 

例文２．個人情報保護責任者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の号に掲げる事項について

適正な措置を講じなければならない。 

（１）紛失、破損その他の事故防止 

（２）改ざんおよび漏洩の防止 

（３）個人情報の正確性および最新性の維持 

（４）不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去 

２  本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、

個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行う

ものとする。 

もっと具体的に、個人情報を管理する情報端末（パソコンや携帯電話）の利用ルールも規程に書き加え

る場合には下記の例を参考にしてください。 

・個人情報をパソコンや携帯電話など情報端末で管理する場合は主に次の 3 点をルールにします 

個人情報を取り扱う情報端末について 

(1) OS を常に最新状態に保つ 

(2)セキュリティソフトを導入して常に最新状態に保つ 



(3)個人情報が記録されているファイルまたはフォルダにはパスワードを設定してそれぞれの個人情報を見る権

限がある人だけがファイルを開くことができるようにする 

(4)持ち出す場合には電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけて送信するなど適切な取り扱い

をする。 

・個人情報をパソコンで管理しない（個人情報の管理に適合したパソコンがない）場合には主に次の２

点をルールにします。 

(1)パソコンや携帯電話など情報端末に個人情報を保管しない 

(2)パソコンや携帯電話など情報端末で名簿など個人情報を含むファイルを作成した場合は作成後すみやかに削

除する 

・各 PTA の実情に合わせて、「個人情報は各委員会が所有するパスワードが設定されている USB メモ

リに保管し、鍵のかかる棚に保管し、鍵は個人情報保護管理者が管理する。」など柔軟な管理方法を考え

てください。 

個人情報が記録されている情報端末の管理ルールについて見落としがちな点をひとつ挙げておきます。

委員長などが委員名簿をもとに委員との連絡用に委員の名前と電話を自分の携帯電話に入力してメー

ルで連絡を取り合うことがあると思います。その携帯電話は PTA が所有する個人情報が記録されてい

る情報端末に該当するので本規程の管理下におかれます。もし委員長が携帯電話を紛失したり盗難にあ

った場合には個人情報漏洩の法的届出の対象になります。また委員長が携帯電話にパスワード設定など

安全措置をしていなかった場合には PTA が個人情報保護法 20 条の安全管理措置の義務違反および同法

21 条の従業者の監督義務違反を問われる可能性があります。細かいことを気にしだすとキリがないの

でどこかでスパッとあきらめる必要もあるかと思います。 

第９条 第三者への提供の制限 

個人情報は原則として本人の同意なく第三者へ提供しないが、例外的に同意なく第三者へ提供する場合

もあるというルールを作ってください。例外については個人情報保護法で例示されている項目を丸写し

しています。 

広報紙の印刷を印刷会社に委託している PTA は、生徒や保護者、教職員の氏名や所属が記載されている

原稿を印刷会社に渡す可能性があるので「業務委託先は第三者に該当しませんよ」というルールも書い

ておいた方がいいでしょう（業務委託先も個人情報保護法を守らせてますという第８条とセットで）。 

例文１．本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれかに該当

するときはこの限りではない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

とき 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 



（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

例文２．本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供し

ないものとする。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

とき 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

２ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当

しないものとする。 

（１）本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合 

（２）個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報

の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の

氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき 

３ 本会は、前項第２号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名又

は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に

置くものとする。 

第１０条 第三者からの提供 

本人からではなく第三者から個人情報を受領する場合のルールを決めておきます。本人同意を得ないで

第三者から個人情報を受領する例外については個人情報保護法で例示されている項目を丸写ししてい

ます。 

推薦活動などで役員候補者の連絡先を候補者本人以外から教えてもらうことがあると思います。そのた

びに記録を作成していては面倒なので第三者が個人の場合は本人同意を確認するだけで記録はとらな

いなど各 PTA の実情に合わせてルールを決めてください。 

例文１．本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得した経緯」

「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同意の有無」について確認し記録する（事

業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする）。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限

りではない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると

き 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 



（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

第１１条 保有個人情報の開示請求 

本人から PTA が所有する個人情報について開示請求があった場合のルールを決めておきます。ひな形

では開示できない場合がありうることも書いていますが、そこまで書かなくても問題ないかもしれませ

ん。 

例文１．本会は、本人から保有する個人情報の開示を求められたときは法令に沿ってこれに応じる。 

例文２．本会は、本人から当該本人に係る保有個人情報について、書面または口頭により、その開示（当該本人

が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）の申し出があったとき

は、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の

各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 

（１）本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（２）本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

（３）他の法令に違反することとなる場合 

例文３．自己に関する個人情報の開示を請求することができる。個人情報保護管理者に対して「氏名」「請求する

個人情報の名称および項目」「請求の理由」「その他、管理者が必要と認めた事項」を記載した文書を提出するこ

とにより行うものとする。 

２ 管理者は開示請求があったときは、すみやかに対応するものとする。ただし第三者の個人情報が含まれると

きや本人に知らせない方が明らかに正当であると認められるときはその個人情報の全部または一部を開示しな

い。その際には本人に理由を文書で通知する。 

第１２条 保有個人情報の訂正または削除請求 

本人から PTA が所有する個人情報について訂正や削除の請求があった場合のルールを決めておきます。 

例文１．本会は、本人から保有する個人情報の利用停止、追加、削除を求められたときは法令に沿ってこれに応

じる。 

例文２．本会は、保有個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂正、追加、削除ま

たは利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を

申出をした者に対し、書面により通知するものとする。 

２ 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。 

例文３．本会は、自己に関する個人情報の訂正、削除を請求することができる。個人情報保護管理者に対して「氏

名」「請求する個人情報の名称および項目」「請求の理由」「その他、管理者が必要と認めた事項」を記載した文書

を提出することにより行うものとする。 

２ 管理者は訂正または削除の請求があったときは、当該請求にかかる事実を調査・確認し適切に対応するもの

とする。 

第１３条 苦情の処理 



なくてもいいですが、苦情があった場合の対応もルールにしておくといいと思います。 

例文１．本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

例文２．本会は、個人情報の取扱いに関する苦情（以下「苦情」という。）について必要な体制整備を行い、苦情

があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。 

２ 苦情対応の責任者は、本会会長とする。 

３ 本会会長は、苦情対応の業務を運営委員に委任することができる。その場合は、あらかじめ運営委員を指定

し、その業務の内容を明確にしておくものとする。 

第１４条 漏えい時などの対応 

個人情報の漏洩が疑われる事態になった場合のルールを決めておきます。 

例文１．個人情報を漏えい等（紛失を含む）した恐れがあることを把握した場合は、直ちに個人情報保護管理者

に報告する。 

例文２．本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保護管理

者に報告するものとする。 

２ 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく本会会長に

報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。 

第１５条 研修 

研修を行うことが求められていますのでルールにしておきましょう。研修といっても立派なものである

必要はありません。年度始めの運営委員会で規程を配布して解説することも十分研修になります。 

例文１．個人情報保護責任者は、役員、運営委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定期的に個人情報

の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。 

第１６条 雑則 

改廃の手順やその他事項の定めについて、条文を分けるかや文章などは各 PTA ですでに運用している

他の規程などでの記載方法にあわせて書きましょう。始まったばかりのルールなので改廃しやすいよう

にしておくといいと思います。 


